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Ⅰ　はじめに

　フランスは「不可分の．．．共和国」（憲法1条）

であって連邦国家ではない。ただ同時に「地方分

権的に組織される」ことが規定されており、憲法

上も地域の多様性が承認されている1）。さらに、

憲法（72条）は、地域共同体（地方公共団体）と

して、市町村、県、州及び特別の地位を有する地

域共同体、並びに海外共同体を規定するほか、法

律により、これらの共同体に代替する共同体を創

設することを許容している2）。

　地域共同体の中核は、州（région＝26）、県

（département ＝101）、 市 町 村（commune＝

36,786）である。このほか、広域行政の共同処

理のための特別な地域共同体として、市町村

事務組合（syndicat intercommunal）、混合組合

（syndicat mixte）が存在する。さらに、独自財

源を保有する特別な地域共同体として、都市

圏連合（communauté urbaine）、都市近郊圏連合

（communauté d'agglomération）、市町村圏連合

（communaté de communes）、新興近郊圏組合

（syndicat d'agglomération nouvelle）、大都市共同

体（métropole）等が存在する3）。

　県と市町村の原型は、フランス革命に遡る。こ

のうち県は、県庁所在地まで馬で1日で往復でき

るよう人為的に区画された共同体である。これに

対して、歴史的な地域共同体を基礎とする市町村

は、愛郷心（esprit de clocher）も手伝って、その

数にほとんど変化がない4）。このため、フランス

の市町村数の多さは、他の欧州諸国と比較しても

際立っている5）。これは小規模市町村の存在を意

味しており、実に四分の一が二千人未満（最小は

ロシュフルシャで登録人口1人）である。

　県や市町村と異なり、州の歴史は浅い。1972年

に国土・経済開発のための公施設法人として州が

創設された後、憲法上も地域共同体として位置付

けられたのは2003年なってからであった。

Ⅱ　地方分権と社会保障
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（1）　地方分権化の流れ（図1参照）

　まず地方分権に関連する概念を整理する。フ

ランスにおける地方分権（décentralisation）とは、

利益共同体又は公役務活動の主体として法人格が

付与され、決定権限が純粋な適法性統制を別とす

れば自らの機関により執行されるような行政の構

造改革を意味する6）。具体的には、中央政府から

独立・自律した地域共同体に権能を付与すること

が地方分権であり、この結果として中央政府は、

全国的な国法の統一的な実施に必要な限度におい

て、適法性の統制権限を留保するのみとなる7）。

対概念は中央集権（centralisation）であり、フラ

ンスが中央集権国家と言われてきただけに、地方

分権の持つ意味は大きい。

　 地 方 分 権 の 近 接 概 念 に 地 方 分 散

（déconcentration）がある。こちらは、同一主体

の内部において下部機関に権能を委任・付与する

ことを意味しており、人事上も活動の面でも上部

機関の統制権限に服することになる8）。換言すれ

ば、地方分散とは国の地方支分部局への事務分散

であるが、現実には地方分権と同時に地方分散も

進められてきた9）。

　1982年から翌年にかけての3本の地方分権関係

法により、県知事（官選）の権能が分割され、地

域共同体の執行機関としての権能は県議会議長に

移譲されたほか、国による事前的合法性の監督制

度から行政裁判所を通じた事後的な違法性是正制

度への転換が図られた。

　この地方分権改革の第一幕に続き、2003年から

は改革の第二幕（L'acteⅡ）が開始された。改革

では、「補完性（subsidiarité）の原則」を念頭に

置いた地方分権化を憲法上も位置付けるととも

に、地域共同体の財政自主権が強化された。

　さらに2009年には、バラデュール元首相から地

年 地方行政 社会保障
1982
～

1984

①市町村・県・州の権利及び自由に関する法律
②市町村・県・州・国の権限配分に関する法律
③地方公務員の身分に関する法律

1984 地方分権に伴う社会扶助等の地方移譲

1989 最低所得保障制度（RMI）の創設

1992 国家機関の地域分散憲章に関する政令

1997 特定介護給付（PSD）の創設

2000 普遍的疾病給付（CMU）創設による医療扶助の廃止

2002 個別自律手当（APA）の創設

2003 地方分権化に関する憲法改正

2004
①地域共同体の財政的自律に関する憲法72-2条の
実施に関する組織法律
②地方の自由及び責任に関する法律

最低所得保障制度（RMI）の管理の地方移譲（自
立支援のみならず給付も県に一元化）

2006 障害補償給付（PCH）の創設

2007 児童福祉制度の改革

2008 総合的公共政策改革（RGPP）に関する方針の発出 積極的連帯所得制度（RSA）の試行

2009
①病院改革及び患者・保険・地域に関する法律（loi 
HPST）の制定
②積極的連帯所得制度の実施

2010
①州議会及び県議会の同時再編に関する法律
②地域共同体の改革に関する法律

図1　地方分権を巡る動き
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域共同体の権能や体制の整理再編等の20の提言か

ら成る報告書が提出された10）。その翌年には、①

地域共同体間の権能の重複の整理再編、②協約に

よる地域共同体の委任制度の一般化、③地域議会

（conseillers territoriaux）の創設による州と県の議

員の融合等、改革の第三幕（L'acte Ⅲ）が開始さ

れた11）。

（2）　国・地方関係の原則

　地方行政の基本原理は、地域共同体の「自由

な行政（libre administration）の原則」である。同

原則は、憲法上も「法律は．．．地域共同体の自

由な行政の基本原理を規定する」（34条）といっ

た形で暗に言及されている。また、憲法院及び国

務院も、この原則（国務院は基本的自由に含ま

れると明言）を過去の判例を通じて承認してい

る（Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 ; CE 

du 18 janvier 2001 , n° 229247）12）。

　自由な行政の原則は、国による地方への過剰介

入を禁止する。逆に言えば、この原則を歪めない

限りにおいて、法律により地方行政の在り方を規

定することが許容される。憲法34条との関係では、

公民権、国籍、民事・刑事制度のほか、労働権や

社会保障の基本原理を法律事項として議会の権能

として留保していることから、むしろ、これらの

権能を地域共同体に移譲することは禁じられてい

ると解することができる13）。何れにせよ国に留

保された権能を放棄しない限りにおいて、国は国・

地方関係を如何に規定するか広範な裁量が存在す

る。

（3）　地方財政

　地域共同体の自由な行政の実効性を担保する上

では、量・質の両面での地方への財源保障が重要

である。憲法72-2条も、自由な行政の保障に不可

欠な租税等の自主財源が歳入全体の中で決定的な

割合を占めるべきことを規定している。さらに、

同条は地域共同体の活動に必要な財源保障、すな

わち権限移譲に伴う地方の負担増についての財

源移譲の随伴という意味での「権限補償の原則

（principe de la compensation des compétences）」を

規定している14）。また、同条は、地域共同体間

の財政力格差を是正するための均衡策（dispositifs 

de péréquation）の実施を法律に委任している。

　国・地方関係については、両者の権限を明確に

区分するという権限ブロックの原則がある。これ

との関係で問題となったのは、

①分権改革前に一般的であった国・地方が負担を

持ち合う交差財政（financement croisé）

②複数の国・地方の協調による取組である横断的

政策

であった。このうち、権限の重複の財政面での反

映である交差財政は、財政面での共同負担を通じ

た国による政策協調や脆弱な地方の財政基盤への

支援（個別補助金等）とも捉えることもできる。

しかし、一面では、交差財政は負担関係の錯綜や

複雑化を招くとともに、財政を通じた国の地方へ

の間接的な後見であったとも評価できる15）。こ

れに対して地方分権改革は、権限ブロックの原則

に則った行財政制度への転換を推し進めた。

　整理すると、権限委譲に伴う地方財源は、

①自主財源としての地方税及び国からの譲与税

②使途を制限しない自由度の高い国からの交付金

（dotation）

等を通じて確保されることになる16）。

　地方財政の問題は、詰まるところ財政力格差の

是正と財政自治を如何に実現するかにある。その

ための手段としては、①国による地方向けの垂直

的均衡策と②地方間の水平的均衡策が存在する
17）。このうち、①は国からの運営交付金（DGF）

であり、中でも都市部連帯・社会的統合交付金

（DGU）、郡部連帯交付金（DGR）、均衡化全国

交付金（DGP）等が重要である。これに対して、

②は税財源をプールし地域内で分配するものであ
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り、職業税均衡化県基金（FDPTP）、イル・ド・

フランス地方連帯基金（FSRIF）及び付加的譲渡

税均衡化県基金が存在していた。なお、職業税均

衡化県基金は、職業税の廃止に伴い順次廃止され、

2012年からは新たに4種類の基金が導入された。

　憲法上も規定された財政的自律性の原則は、

2004年法が具体的な算定方法を規定しており、地

域共同体ごとに自主財源の割合が2003年水準を下

回らないことを義務付けている（2009年の自主財

源割合は、州62.3％、県65.5％、市町村54.0％）
18）。

（4）　地方分権の評価

　共和国の一体性との関係で、地方分権はもろ手

を挙げて支持を得ているわけではない。

　また、地方分権の進展はあったものの、フラン

スは依然として単一の共和国である。その点では、

地域共同体の自由な行政も、以下のような限界を

有する19）。

①地域共同体の権能には、内容的（国からの授権

の範囲）、地理的（法律で規定された行政区画

の範囲）及び時間的（法律による将来的な変更

可能性）な限界があること。

②自由な行政は絶対的な自由ではなく、法律に基

づく義務的経費に対する支出義務がある一方

で、地方税には法律の縛りがあり地域共同体の

課税自主権は完全ではないなど、財源保障は十

分ではないこと。

③地域共同体は、その決定の事前承認等の事前統

制は原則として廃止されたものの、適法性や会

計の適正執行等の観点から国の事後的統制に服

すること。

　2　社会保障と地方分権

（1）　社会保障の主体としての地方

　県を例に取ると歳出の6割が福祉等の社会保障

関係費であり、地方行政の中でもその比重は高い

20）。背景には、国家レベルでの国民連帯（solidarité 

nationale）に対して、地方分権が近接地域連帯

（solidarité de proximité）の理念に即して進められ、

福祉等はその典型であったことがある21）。

　ただし、社会保障全体では、金庫等が運営する

社会保険関係支出の比重が高く、その規模は国全

体の支出を上回る。また、分野別に見ると、福祉

等と異なり、公衆衛生・医療や社会保険の場合に

は国や金庫の比重が高い。とりわけ公衆衛生・医

療分野は、疾病対策に関する全国的取組の必要

性、財政面での疾病保険への依存といった事情も

あり、一般的な地方分権の流れに反して、むしろ

中央集権化に向かったとも評価されている22）。

　地域共同体の経常支出1,487億ユーロ（2010年）

のうち4割相当の599億ユーロが政策的経費に充当

されており、しかも県の支出割合が地方全体の6

割弱を占める。このことが象徴するように、地方

の政策的経費の相当部分は社会的な給付（APA、

RSA、PCH等）として家計に移転する経費である
23）。県について言えば、累次にわたる権限移譲

により社会事業関係支出は1985年から2008年にか

けて4倍（63億→262億ユーロ）となり、経常支出

の55％を占めるようになった24）。

（2）　国と地方公共団体の役割25）（図2参照）

　①　国

　社会保障の所管省は、時の政権によって変わる。

これは、省の編成が政令事項であることのほか、

政権が重視する政策分野や担当大臣の政治的力量

などによって、省の大小が変わることが影響して

いる26）。具体的には、労働、社会保険、公衆衛生、

社会扶助・社会事業の4分野の組合せが政権ごと

に変わる（現在は、社会問題・保健省（Ministère 

des affaires sociales et de la santé））。

　これに対して内部部局は、比較的安定的である。

ただし、地方分権化や行政改革の一環としてのエ

ージェンシー化（独立性の高い庁（agence）の創
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設）が進められることも多く、それは必然的に関

係部局の力を弱めることになる27）。

　なお、警察も含めた地方行政を所管する内務省

の下に、州知事と県知事が置かれている。両者は

2010年の総合的公共政策改革（RGPP）の結果と

して対等ではなくなり、警察権等を除き州知事が

県知事の上級官庁として指揮権、代執行権等を有

することになった28）。

　また、上記改革は、施策の均霑
てん

化に重要な役割

を果たしてきた各省出先機関の再編統合も内包す

るものであった。社会保障分野の出先機関には州

保健社会問題局（DRASS）と県保健社会問題局

（DDASS）があったが、この改革に伴い他の出

先機関とともに共同機関（県で2～3局、州で6局

＋大学区長＋州医療庁に集約）の中の一部門に集

約化された。具体的には、州の州若者・スポーツ・

社会統合局（DRJSCS）、県の県住民保護局（DDPP）

又は県社会統合局（DDSS）が社会保障分野を担

うことになった。

　さらに、出先機関は、地方分権のみならず社会

保障改革の面からも改組された。例えば、1996年

の病院改革の結果、州病院庁（Agence régionale 

de l'hospitalisation）が創設され、DRASSの担務か

ら病院行政が抜けるとともに、社会扶助等の事務

の県への移譲に伴い、出先機関が業務・人員面で

縮小してきた。さらに2009年の病院・患者・保険・

地域に関する法律（loi HPST）による改革では、

医療政策の指導的役割を州に担わせるとの思想の

下、州病院庁に代えて州医療庁（Agence réginale 

de santé）が創設され、開業医、介護等の医療福

祉施設等も含めた権限の一層の拡大・集約化が図

られた。現在、州医療庁は、医療機関設立、医療

機器設置等に係る許認可のみならず、その前提と

なる医療供給体制の在り方やその実現方策等を

盛り込んだ州医療組織計画（SROS）やその前提

となる戦略的州医療計画（Plan stratégique régional 

de santé）を策定するなど、州段階の保健医療行

政の中核となっている29）。その一方で、地域共

同体との関係は十分整理されておらず、地域共同

体間及び地域共同体・国間の権能が並列する状態

が残っている30）。

　②　州（地方）

　国の出先機関としても、EUレベルでの政策と

の関係でも、州の重要性は増しているものの、公

衆衛生分野も含めた社会保障に関す限り、州の役

割は乏しい31）。数少ない社会保障関係の権能は、

2004年に移管された福祉関係職種の養成である

（CASF.L.451-1 et s.）32）。これとも関係するが、

州が担う行政は、職業訓練のように地域経済やそ

の開発に関連する分野である。その点で、専門性

の原則（principe de la spécialisation）及び近接性

の原則（principe de proximité）に則り、福祉行政

が権能ブロック（blocs de compétences）として県

に寄せられる一方、より広域性を有する行政分野

は州に集約化されてきている33）。

　③　県

　県にとって社会保障分野は、伝統的に重要な

位置を占める。福祉関係では、社会扶助の大半

（児童・家庭、高齢者）は、1983年の地方分権

法により県の権限とされた。さらに、その後最

低所得保障制度も、県に権限が移譲されている。

この累次の権限移譲は、いわば福祉の県単位化

（départementalisation）の過程であった34）。それ

を象徴するように2004年の法改正では、「県は、．．．

社会事業政策を決定し実施する。県は、その圏域

において協力を得ながら展開される活動を調整す

る。」（CASF.L.121-1）とされた。ここにおいて、

県は身近な行政である社会事業のリーダー（chef 

de file）としての地位を付与されることになった
35）。

　福祉施設関係でも県の果たす役割は大きいが、

2009年の改革で医療的社会施設に関する限り州医
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療庁の権限が強化されている。これは、州単位で

の権限の国への回帰である36）。このため、福祉

関係の施設の許認可は、県議会議長（社会扶助が

費用を負担する児童、高齢者、障害者等の福祉施

設）、州医療庁長官（障害者のリハビリ、訓練等

の施設、アルコール・薬物中毒治療施設、疾病保

険が費用を負担する福祉施設）、県知事（児童・

成人の保護施設、亡命者向け施設）に分散するこ

とになり、権限が跨る場合は関係機関による共同

認可となる37）。

　2004年法により県の公衆衛生の権能の一部（結

核・ハンセン病・性病、ガン対策）が再度国に戻

されたこともあり、福祉と比べて公衆衛生分野で

県が有する権限は限定的である38）。ただし、国

との協定により、県が国の権能（ガン対策等）を

実施することも可能である（CSP.L.1423-2）。か

かる留保付きではあるが、現在県が有する権能と

しては、人工妊娠中絶以外の母子保健（健診等）

が代表的である（CSP.L.1423-1 , L.2111-1 et s.）。

　④　市町村

　小規模市町村が多いフランスにあっては、市町

村が福祉等の中核的役割を担っているとは言い切

れない。市町村は、社会福祉事務所に相当する公

施設法人である市町村社会事業センター（CCAS）

を設置し、更に任意的な社会事業を展開するする

場合も多いが、法定の社会扶助については経由機

関としての役割に止まる。ただし、県と協約を締

結した場合には、その権能の一部を執行すること

ができる（CASF.L.121-6）。もちろん、社会事業

について県が指導的役割を担うとしても、任意的

な事業である限り、市町村が実施することに特段

の制限があるわけではなく、その創意工夫に委ね

られている39）。さらに、行政基盤の脆弱性の補

完手段として、複数市町村による市町村協力公施

設法人（EPCI）の設立、事務組合等の設立など、

市町村行政の共同化（mutualisation）が社会事業

分野でも活用されている40）。

　これに対して公衆衛生の関係では、市町村は

行政機関 社会保障金庫（一般制度関係）

中
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村

図2　社会保障の行政組織

州知事

州若者・
スポーツ
・社会統
合局

州医療
庁
（ARS）

老齢保険・労働保健金庫
（CARSAT）

県知事

県社会統合局

初級疾病保健金庫
（CPAM）

家族手当金庫
（CAF）

社会保険・家
族手当保険料
徴収連合会
（URSSAF）

社会問題・保健省 全国疾病保険
金庫連合会
（UNCAM）

全国疾病
保険金庫
（CNAM）

全国老齢
保険金庫
（CNAV）

全国家族
手当金庫
（CNAF）

社会保障
機関中央
機構
（ACOSS）

全国社会
保障金庫
連合会
（UCANSS）

市町村社会事業
センター
（CCAS）

市町村長



－24－

海外社会保障研究　Autumn 2012　No. 180

一般的警察権を有しており、衛生警察（police 

sanitaire）としての墓地埋葬、水質保全等の規制

行政を担っているほか、水道、一般廃棄物処理等

の公役務を遂行している（CGCT.L.2212-1 et s.）。

また、市町村は消毒及び保健衛生の権能を有して

おり、その一環として予防接種や消毒を実施する

ことができる（CSA.L.1422-1）。さらに医療供給

という点では、公立病院の多くは市町村立（理事

長が市町村長）であり、市町村によっては診療所、

老人ホーム等を設置している場合もある41）。

（3）　社会保障金庫等との関係

　フランスでは政府管掌の社会保険はなく、制度

別・部門別の金庫が運営の担い手となっている。

代表的な一般制度の場合、国レベルの全国疾病保

険金庫（CNAMTS）、全国老齢保険金庫（CNAV）、

全国家族手当金庫（CNAF）等のほか、州レベル

での年金保険・労働衛生金庫（CARSAT）、県レ

ベルでの初級疾病保険金庫（CPAM）や家族手当

金庫（CAF）等が存在する。なお、疾病保険に関

しては、自営業者及び農業者関係の金庫とともに、

医療関係者との交渉機関として全国疾病保険金庫

連合（UNCAM）が設置されている42）。

　近年の傾向としては、一般社会拠出金（CSG）

等の特定財源の受皿又は特定の支出目的のため

の基金が創設されることが多い。1993年の老齢

連帯基金（FSV）、1996年の社会債務償却金庫

（CADES）、2000年の社会保障事業主保険料改

革財政基金（FOREC）等が代表的である。地方

との関係では、2004年創設の全国自律連帯金庫

（CNSA）は、要介護高齢者及び障害者のための

給付に必要な財源を地方に補給するための基金と

しての性格を有する。2009年から実施された積極

的連帯所得制度（RSA）は、最低所得保障として

の基本的部分（RSA-socle）を県が、就労関連の

補足的所得としての積極的部分（RSA-activité）

を国が負担する構造になっているが、国からの

財源投入の仕組みとして全国積極的自律基金

（FNSA）が設けられている。また、地域医療の

面では、疾病保険からの拠出による公私医療施設

近代化基金（FMESPP）が病院施設整備の費用を

支援している43）。

　このような基金制度拡大の潮流はあるものの、

社会保険の地方行政との結びつきは総じて強くな

い。例外は、各種金庫による任意的な保健・福祉

事業である。中でも家族手当金庫は地方との関係

が深く、県と連携したソーシャルワーカーによる

取組み、市町村との協定による保育所等の整備、

児童施設等の運営など多様な活動を展開している
44）。また、老齢保険部門も、ホームヘルパーの

派遣（個別自律手当創設後は補完的）、老人ホー

ム等の施設整備等を実施しており、サービス・施

設の主体としての地域共同体とも連携・協力関係

が必要に応じて構築されることになる45）。

Ⅲ　地方分権と主な社会保障行政

（1）　社会扶助・社会事業

　社会扶助は、歴史的に地方分権の影響を最も受

けた分野である46）。フランス革命後、社会扶助

に関する国家責任が承認されたものの、実際に全

国的制度が登場するのは、19世紀末であり、それ

が20世紀後半に再び分権化することになった。

　しかも、社会扶助・社会事業は、医療政策との

関係でも影響を受ける。1975年法により福祉施設

及び医療的福祉施設が規律されて以来、医療的福

祉施設分野は福祉行政の一環として実施されてき

た。これに対して病院は、1959年及び1970年の制

度改正により別途の規整枠組みが設けられ、しか

も病院による医療的福祉施設の運営も禁止される

など、医療と福祉を明確に区分する政策選択がな

されてきた47）。しかし、2009年法により州医療

庁が創設され、要介護高齢者や障害者等を対象と

する医療的福祉施設は、その医療的性格（疾病保

険からの財源投入）にも鑑み、同庁の管轄となっ
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た。ここにおいて、福祉は依然として県の管轄で

あるのに対して、医療的福祉施設は、より広域的

な州レベルで、かつ、国の医療行政を担う州医療

庁の下で公衆衛生法典を中心に規律されることに

なり、福祉行政に二重の意味での亀裂が生じるこ

とになった48）。また、福祉施設等の許認可の面

でも、国と地域共同体の二系列の権限が県と州の

二層で絡み合うため、この間の分権化や州医療庁

創設等の政策が制度の複雑化を招いたとの指摘も

ある49）。

（2）　社会保険

　社会保険と地方分権を考える重要な視点は、社

会保障の一般化（généralisation）である。この我

が国の皆保険・皆年金に相当する戦後社会保障の

基本理念は、1999年の改革による普遍的疾病給付

（CMU）創設により一応の実現をみた。この結果、

医療扶助は原則廃止され、その限りでは地方分権

とは別の方向で改革は進んだ。州医療庁の創設と

合わせて考えるなら、フランスにおいて医療は、

医療関係の計画等を通じた地域間・階層間の医療

格差の是正も含め、国が主導的役割を担う傾向が

みられる。

　また、地域保険という視点も重要である。伝統

的に地域保険が存在しないフランスにあっては、

地域共同体が保険者になることは想定しにくい。

第5のリスクとしての介護保険創設を巡る議論に

おいても、社会扶助から地域保険としての社会保

険への転換には多くのハードルがある50）。そもそ

も既存の個別自律手当は、所得要件・扶養義務を

前提としない普遍的な給付である点で伝統的な社

会扶助とは異なるが、県により実施される制度で

ある点では、社会扶助と社会保障（社会保険）の

混合形態であるともされる51）。これを社会保険

化する場合には、運営面のみならず必要な追加財

源を如何に確保するかといった問題も加わり、こ

れまでも結論が先送りされてきた経緯がある。

（3）　公衆衛生

　2004年の地域の自由及び責任に関する法律より

以前は、県が結核、ハンセン病及び性病の対策や

ガン検診を担う一方で、エイズ対策やガン対策の

一部は国の権限であるなど、公衆衛生行政はパッ

チワークのように入り組んでいた52）。同法は、ガ

ンと同様に感染症対策も国の所管として、県は母

子保健を所管するほか、ガン検診等についても国

と協力していくこととされた53）。

　衛生警察は伝統的に市町村の事務とされてきて

いるが、緊急時には国による特別措置の実施を認

めるなど、公衆衛生法典を通じた規整が増大して

いる54）。また、2004年改革により、医療に関す

る基本政策の決定は国の責任であることが公衆衛

生法典上も明記された（CSP.L.1411-1）。

　このような近年の改革や州医療庁の創設等の動

きに照らすと、公衆衛生行政における国の比重は

高まっているとも言える。

Ⅳ　フランスの特徴

　最後にフランスの国と地方の関係について、そ

の特徴をまとめることにしたい。

　①県の役割の大きさ

　州、県、市町村の関係を見ると、社会保障分野

に関する限り、福祉を中心に県が果たす役割が大

きい。これは、日本において国から都道府県へ、

更に市町村へという流れがあるのと異なる。この

背景には、フランスの場合には、県や市町村の人

口規模が日本より小さく、財政能力が低い小規模

自治体が多いことも関係している。ただし、医療

行政を中心に州への集約化の動きも見られる。

　②権限と財政の一体性

　日本のように実施主体が市町村であっても、都

道府県や国が財政面で重層的に支援することが多

いのと異なり、地方分権の一環として権限移譲が

財政面の負担も随伴する形で行われることが多
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い。ただし、施設等には複数の主体から財源が投

入され、そこに社会保険各部門の財源も混入する

ことから、地方分権の理念にもかかわらず実際の

財源構成は単純ではない55）。

　③社会保険における地方公共団体比重の低さ

　社会保険が金庫によって運営されている関係か

ら、国のみならず地方公共団体が社会保険に果た

す役割は少ない。これは、我が国において、国民

健康保険の市町村公営主義に見られるように、行

政が果たす役割が大きかったのと異なる。

　④医療における国の比重の大きさ

　医療の特徴として、医療供給体制も疾病保険

の影響を受けるなど、国、地方、金庫等の多様

な主体が関わることが挙げられる。このことは、

医療に関する限り単線的な地方分権ではなく、

州医療庁の創設に見られるように、国が中心と

なって金庫も巻き込む形で州レベルでの地域化

（territorialisation）が進められることに反映して

いる56）。
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